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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

企業価値の継続的な増大・最大化を目指して、経営執行の透明性の確保と経営の健全性を担保できるよう、経営体制及び内部統制システムを整
備し、必要な施策を実施していくことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題の
ひとつと位置づけております。

当社は、監査等委員会設置会社として、実効性のあるコーポレート・ガバナンスの体制構築に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

[対象コード]

２０２１年６月の改訂後のコードに基づき記載しています。

当社は、基本原則の全てを実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則1-4]

＜政策保有株式に関する方針について＞

　当社グループは、取引先との総合的な取引関係の維持・強化及び当社の中長期的な企業価値の向上を図る目的として株式の保有が必要とさ
れる場合に、限定的に政策保有株式を保有します。

　この政策保有株式の保有の合理性に関しては、毎年、投資委員会で投資金額、配当金額、含み損益の状況、取引金額及び今後の事業上の関
係性等を総合的に勘案して検証し、取締役会に報告します。保有の妥当性が認められない場合には、保有先企業の理解を得ながら縮減に努め
ています。

＜政策保有株式の議決権行使基準について＞

　当社グループは、政策投資株式の議決権は、発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち、当社の持続的成長と経営戦略の実現に資するもので
あるかを基準として、個別に精査し適切に行使することとしています。

[原則1-7]

　当社グループは、役職員や主要株主等との関連当事者間の取引を行う場合、監査等委員会が利益相反取引に該当する否かをその規模や重要
性に応じて、財務・会計・法務等の観点から事前審査する仕組みを整備し、取締役会において該当する役員を特別利害関係者として当該決議の
定足数から除外した上で、十分に審議し決議しております。

　また、特別利害関係者との取引に注力を払うため、経営に参加している役職員に係る特別利害関係者を毎年定期的に把握し、不当な取引が発
生しないよう監視するとともに、取締役に課せられた競業避止義務を果たすため、自己又は第三者のために競業関係にある会社に就職したり、競
業関係にある事業を行うことを禁止し、取締役が当該行為を行う場合、取締役会の承認を得ることを義務付けております。

[補充原則2-4①]

　当社は、多様な視点や価値観を企業経営に活かすため、「異端と多様」の精神で、多様性の確保に努めております。中核的な子会社である株式
会社電算システムについて記載しております。

＜女性の管理職の登用＞

　特に女性活躍においては、管理職への登用を推し進めるため、女性管理職の候補者比率、採用者の女性比率を指標に定め、行動計画を策定
しております。

　女性活躍関連目標(2025年12月31日現在)

　　〇女性管理職候補者比率　　目標:20.0%以上

　　　　女性管理職　　　　　　　　 9.2%

　　　　女性管理職候補者比率　　 20.0%

　　〇採用者の女性比率　目標:45.0%以上＞

　　　　2025年度　51.7％　（新卒 52.7% 中途 50.0%）

　　　　2024年度　44.4%　（新卒 44.0% 中途 44.8%）

　　　　2023年度　31.9%　（新卒 28.0% 中途 36.4%）

＜中途採用者の管理職への登用＞

　現在、管理職ポストにおける中途採用者の割合は約60.9%となっています。

　今後の業容の拡大等を踏まえ、経営人材、DX等の専門人材の補完、女性・外国人等の多様な人材の受入れを増加させ、積極的に登用してまい
ります。

[原則2-6]

　当社は、従業員への福利厚生制度の一環として企業型確定拠出年金制度を設けており、制度運用を行っておりますが、確定拠出年金制度にお
ける運用については、加入者である従業員自ら、運営管理機関に対して指図を行うものであり、運用に伴うリターン及びリスクもまた、加入者であ
る従業員が自ら負担するものであります。

　当社自らが運用を行う企業年金制度は設けておらず、今後、導入の予定もありません。

[原則3-1]



　当社は、以下の事項について主体的な情報発信を行ってまいります。

（ⅰ）経営理念等や経営戦略、経営計画

当社は、電算システムグループの「共創」で新たな価値を創造し、お客様の感動と夢を叶えることで社会に貢献する経営を目指すことを経営理念と
しております。この考えを確実に実践していくため、経営戦略や中期経営計画を策定し、当社ウェブサイト、決算説明資料等において、経営理念、
中期経営計画を掲載しております。

　　（経営理念）https://www.ds-hd.co.jp/company/philosophy/

　　（中期経営計画）https://www.ds-hd.co.jp/ir/plan/

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及
び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」をご参照ください。

（ⅲ）取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針については、本報告書の「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の
コーポレート・ガバナンス体制の状況」の「１．機関構成・組織運営等に係る事項」の「インセンティブ関係」「取締役報酬関係」をご参照ください。

（ⅳ）取締役の選解任に関する方針と手続

取締役（監査等委員である取締役を除く）並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役
会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準及び社外取締役選任基準に基づき、法定の資格要件を満た
し、人格見識ともに優れ、その職責を全うすることのできる候補者の中から、取締役会にて審議、決議され、株主総会の決議により選任されます。

一方、取締役として不正あるいは背任に疑わしい行為があったとき、又は適格性がないと認められる場合、並びに会社法第331条第1項に定める
取締役の欠格事由に該当する場合には、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会の審議、決議により解任を決定いたします。

（ⅴ）取締役の選解任に当たっての個々の説明

取締役（監査等委員である取締役を除く）並びに監査等委員である取締役各位の選解任に当たっての説明については、当社ウェブサイトに掲載し
ております「株主総会招集ご通知」をご参照ください。

　　（招集通知）https://www.ds-hd.co.jp/ir/meeting-conven/

[補充原則3-1③]

　当社グループは事業活動を通じて社会的課題の解決、より良い社会の実現を目指しており、その活動から創造される新たな価値が、当社の存
在意義としております。サステナビリティに関する取組み内容につきましては、自社のウェブサイト上に開示しております。

　人的資本や知的財産への投資等については、当社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関
する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、情報を開示し、またその実効性の監督を行ってまいります。

　　（人的資本への取り組み）　https://www.ds-hd.co.jp/sustainability/social/human_capital_management/

　また、気候変動に係るリスクや収益機会が自社に与える影響については、2023年３月にTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への
賛同を表明しました。

　当社グループでは、2030年を想定したバリューチェーンにおける気候変動がもたらす事業へのリスクを特定し、異なるシナリオ（気温上昇２℃未
満、４℃）における財務影響及び事業インパクトを評価するとともに、気候関連リスク・機会に対する当社戦略のレジリエンスを評価することを目的
として、シナリオ分析を実施しました。シナリオ分析の結果に基づき、当社ウェブサイトで開示しております。開示の質と量の充実を進めてまいりま
す。

　　（「TCFD提言」に基づく情報開示）　https://www.ds-hd.co.jp/sustainability/tcfd/

[補充原則4-1①]

　当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離する方針のもと、取締役会は、経営の意思決定・監督機能として法令及び定
款で定めるもののほか、取締役会に付議（決議）すべき事項を「取締役会規程」において定めております。また経営会議は取締役会の決定に基づ
き委任を受けた業務執行機能（経営会議規程、稟議規程等の定めに従い）を迅速に果たす体制としております。本報告書の「Ⅱ経営上の意思決
定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に
係る事項」も合わせてご参照ください。

[原則4-9]

　当社の「社外取締役の独立性に関する判断基準」につきましては、本報告書の「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その
他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「１．機関構成・組織運営等に係る事項」の「その他独立役員に関する事項」に記載しております。

[補充原則4-10①]

　当社は、監査等委員会設置会社であって、取締役の総数９名に対して独立社外取締役は４名となっており、独立社外取締役が取締役会の過半
数に達していませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の
諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得て
おります。

　指名・報酬委員会は、社外取締役２名と社内取締役１名で構成されており、社外取締役が過半数を占めることで独立性・客観性を高めておりま
す。

[補充原則4-11①]

　取締役の選任に関する方針・手続きについては、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員
会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準及び社外役員選任基準に基づき、法定の資格要件を満たし、人格見識ともに優れ、その職責を全う
することのできる候補者の中から、取締役会にて審議、決議され株主総会の決議により選任されます。

　取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役としての知識・経験・能力のバランス及び多様性を確保するた
め、各取締役がもつ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスに基づき、会社の組織体制に応じた人数と求める専門分野に精通し
た社内取締役と、企業経営者や有識者などから専門性を有した経験・見識・専門性を考慮して社外取締役を選任してまいります。

　また、経営の意思決定を迅速かつ効率的なものにするため、取締役（監査等委員である取締役を除く）は10名以内、監査等委員である取締役を
５名以内とすることを定款に定めております。

　参考資料「取締役・監査等委員のスキル・マトリックス」：巻末「添付資料」をご覧ください。

[補充原則4-11②]

　取締役（社外取締役を除く）の他の会社役員の兼任については、法令上の適切性を確認することに加え、兼任先の事業内容等を考慮の上、決
定することとしております。兼任状況については、「定時株主総会招集ご通知」の参考書類（候補者の場合）や事業報告（４．会社役員に関する事
項）等において毎年開示をしております。当社ウェブサイトに掲載する「株主総会招集ご通知」をご参照ください。なお、社外取締役を含む全員は、
他の上場会社の役員を兼任しておりません。

　　（招集通知）https://www.ds-hd.co.jp/ir/meeting-conven/

[補充原則4-11③]

　当社は、取締役会の機能向上のため、取締役会の実効性について評価・検証を継続的に実施しております。

〔評価方法〕

　　実施時期：2026年2月

実施方法：全取締役及び監査等委員（社外役員含む計９名）を対象に、以下の大項目について質問（５段階評価）及び自由記述による自己評価

　　　　　　　　「取締役会の構成」

　　　　　　　　「取締役会の運営」



　　　　　　　　「取締役会の議題」

　　　　　　　　「取締役会を支える体制」

　　　　　　　　「投資家・株主との関係」

〔評価結果の概要〕

　取締役会の実効性評価を実施した結果、取締役会に係る各項目において、高い評価点を得ています。取締役会の構成においては概ね適切で
あり問題ないと評価しておりますが、人員の増加、女性取締役の登用など多様性への対応の意見も出ております。取締役会の運営については、
会議資料の配布および議事説明の早期化の取組等により、改善が図られているが、より充実した会議の審査、事前の分析・調査の精度の向上の
為に資料のより早く提出されることの意見も出ています。取締役会の議題については、議題の選定については適切であるものの、「中期経営計
画」についての具体的な戦略の議論、先を見越したリスクに対する意思決定プロセス（議論および体制）は十分ではなく、今後も継続的な取り組み
が必要であると評価しております。取締役会を支える体制については、取締役へのトレーニング機会の充実が求められており、投資家・株主との
関係については、概ね適切であり問題ないと評価しております。

〔評価結果を踏まえた対応〕

　高い評価としておりますが、下記の意見も出ております。

　　　・「リスク管理委員会」の設置

　　　・社外取締役のみで構成する情報交換・認識共有を目的とした会合の開催

　　　・重要性が増す項目として、ほぼ全ての取締役が、「中長期的な成長戦略・経営計画のさらなる深化」、「M&Aや事業投資におけるリスク評価
およびモニタリングの高度化」

と回答しており、「中期経営計画」についての具体的な戦略の議論、リスクに対する意思決定プロセス（議論および体制）の重要性を再認識してお
ります。

　経営課題を注意深く慎重に評価を行い、その対策を継続的に講じてまいります。

会社の持続的な成長と企業価値の向上を実現していくために、コーポレート・ガバナンス並びに取締役会の支援体制を強化し、取締役会のより高
い実効性の確保とその維持を図ってまいります。

[補充原則4-14②]

　当社は、電算システムグループ各社より取締役をはじめとする執行役員、事業部長及び部長職などの管理監督者等の出席のもと幹部研修会を
毎年２回開催しており、取締役が業務担当取締役等から事業概要の説明を受け、当社に関する情報の収集及び知識の習得が得られるよう支援し
てまいります。

　また、取締役・監査等委員などによる上級管理者研修を定期的に実施し、マネジメント戦略、業務の実行力の学習、戦略的意思決定手法の理解
を進めることとしております。更に、各取締役・監査等委員が職務執行に必要な知識、能力を高めるための自己啓発となる社外研修・講習会等に
参加することで、それぞれの役割及び責務について理解を深めるための支援を行ってまいります。

[原則5-1]

　当社は、株主に経営方針や事業活動を正しく理解していただき、建設的な対話を促進するため、個人投資家及びアナリスト・機関投資家向けに
決算説明会や会社説明会等を年数回実施することとしております。なお、株主との対話に際しては、インサイダー取引防止を目的とした社内規程
「内部者取引管理規程」に基づき、情報管理に努めております。

　この活動は代表取締役自らによる説明であり、ＩＲ事務局を経営企画室に設置しております。

　また、ＩＲ活動として会社の重要事項の適時開示に加え、ニュース・リリース等により会社の活動状況を逐次開示するなど、企業情報を正確に分
かりやすく、公平かつ迅速に発信することに努めております。

　活動状況については、本報告書の「Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の「２．ＩＲに関する活動状況」をご参照ください。

【株主との対話の実施状況等】

　当社は、『株主・投資家の皆様との円滑な対話を推進し、適切で透明性の高い情報開示を行うこと』を基本方針としております。株主との対話の
推進について、当社ウェブサイトに掲載にしておりますので、ご参照ください。

　　（株主様との対話について）https://www.ds-hd.co.jp/ir/plan/

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年2月20日

該当項目に関する説明

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、当社グループは、収益力の更なる強化を図るとともに、情報の適時・適切な開示や財務・資本
政策を含む資本コストの改善策を着実に実施し、「自己資本当期純利益率（ROE）12%を確保する」とともに、エクイティ・スプレッドを向上させてまい
ります。

直近５年間（2021年12月期～2025年12月期）の平均ROEは11.15％であります。投資家が期待する利回りである株主資本コストについては、直近
の2025年12月期では5.93％となっており、エクイティスプレッドは、ROE12.40%ー株主資本コスト5.93％＝6.47%となっております。このことからも、当
社は従前より資本コストを上回る資本収益性を継続して達成しているものと考えております。一方、当社の株価純資産倍率（PBR）は、過去５年間
において1.21倍から1.69倍の間で推移し、前年は0.35ポイント増加の1.57倍となっております。

取組み方針

　・利益創出能力の強化

　　「Challenge1000」の実現に向けた新たな柱となる事業の早期育成

　　　-新規決済ビジネス、セキュリティ事業などの有望 事業の強化による事業拡大

　　　-グループ一体経営によるシナジー効果の発揮

　　　-事業ポートフォリオの最適化

　　高収益企業に向けた体質強化

　　　-重点投資（社会のニーズが小さい不採算ビジネスをやめ、ニーズが高いビジネスへ資金を充てる）

　　　-IT基盤の強化、業務プロセス改善による事業部門 および経営の効率化



　・財務・資本戦略の強化

　　株主還元‐安定的な配当を第一主義とした株主還元の遂行

　　政策保有株式の縮減

　　人的資本投資-優秀な人材の採用、育成及び雇用維持

　・資本コストの低減

　　情報の透明性（IR活動）の向上、ガバナンスの強化　⇒　リスク・プレミアムを低減

　　事業ポートフォリオの安定化　⇒　収益のボラティリティ （変動幅）を抑え、ベータ値（市場感応度）を逓減

資本コストに関する指標については、当社ウェブサイトに掲載にしておりますので、ご参照ください。

　　（資本コストを意識した経営）https://www.ds-hd.co.jp/ir/plan/

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社十六フィナンシャルグループ 890,000 8.24

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 852,700 7.89

電算システムグループ従業員持株会 594,933 5.51

株式会社十六銀行 441,900 4.09

株式会社大垣共立銀行 424,900 3.93

岐阜信用金庫 359,900 3.33

株式会社トーカイ 257,180 2.38

八島有香 229,076 2.12

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 205,300 1.90

野村信託銀行株式会社（投信口） 177,800 1.64

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

大株主の状況は2025年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

割合は、自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム、名古屋 プレミア

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

中田　恵子 他の会社の出身者 ○

三好　博昭 他の会社の出身者

富坂　博 他の会社の出身者

野田　勇司 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



中田　恵子 　 ○

同氏は、当社グループの取引先である富
士通株式会社パートナービジネス本部
パートナー支援統括部統括部長でありま
すが、当社の社外取締役選任基準にある
特定関係事業者（同社に対する過去3年
間のいずれかの取引額が当社グループ
の売上高の5％以上）に該当しておりませ
ん。

情報・通信分野における専門的かつグローバ
ルな知識や豊富な経験を有しております。会社
の経営に関与された経験はありませんが、独
立した客観的な立場から、その経験や行動力
は、当社の経営に対する実効性の高い監督等
に十分な役割を果たすことが期待できると判断
しております。

三好　博昭 　 ○ ―――

同志社大学名誉教授として、高い倫理観と極
めて卓越した学術的背景、並びに実社会にお
ける技術動向への深い洞察力と豊富な知見を
有しております。会社の経営に関与された経験
はありませんが、独立した客観的な立場から、
その経験や行動力は、当社の経営に対する実
効性の高い監督等に十分な役割を果たすこと
が期待できると判断しております。

富坂　博 ○ ○ ―――

長年弁護士として東京を拠点に活動され、専門
的な知見及び豊富な経験を有されております。
過去に社外役員となること以外の方法で会社
の経営に関与された経験はありませんが、企
業法務に精通されており、客観的な立場から、
取締役会の意思決定機能や監督機能に実効
的な助言が期待できるものと判断しておりま
す。

野田　勇司 ○ ○ ―――

長年公認会計士として名古屋を拠点に企業の
会計監査に従事され、特に企業会計に関する
高度な知識と豊富な経験を有されております。
同氏の知見、経験に基づき、当社の事業活動
の公平、公正な決定及び経営の健全性確保に
対し、有益な助言並びに経営の監督をしていた
だけるものと判断しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

現在、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は配置しておりません。

当社では、常勤監査等委員と内部監査部門が密に連携して適宜支援にあたる体制としており、監査等委員会監査及び内部監査双方の充実化を
図っております。内部監査部門は、状況に応じて都度、監査等委員会の職務の補助的な役割を果たし、効率化及び実効性の向上に寄与してまい
ります。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めてまいります。

監査等委員会監査については、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施しており、内部監査は内部監査部門として業務監査室が業
務、会計及び内部統制等について監査を行っております。これに対して社外取締役は、常勤監査等委員からの監査等委員会での報告及び監査
等委員会月次報告等により、業務監査室の監査結果、常勤監査等委員の往査結果等について確認して情報共有を行うほか、重要事項について
は、担当取締役に直接説明を求めるなどして、監査を行います。会計監査につきましては、会計監査人から監査等委員会に対して、年度監査計
画、期中監査報告及び期末監査報告を受け、それには監査等委員全員、業務監査室長及び管理本部長が出席し、併せて三者間の情報交換も
行っております。



【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、社外取締役を過半数以上とする３名の委員で構成されており、委
員長は独立社外取締役が務めております。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を
行います。

なお、指名・報酬委員会は、指名委員会及び報酬委員会双方の機能を担っております。

イ　取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項

ロ　代表取締役の選定・解職に関する事項

ハ　役付取締役の選定・解職に関する事項

ニ　取締役の報酬等に関する事項

ホ　後継者計画（育成を含む）に関する事項

ヘ　その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員に
関する判断基準を参考にしております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

業績連動報酬は、株主総会で決議済みの取締役の報酬等の上限額の範囲内で、その職務執行の対価として、当期の売上高及び営業利益の目
標値に対する達成度合いに応じた報酬を各取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に支給します。また、監査等委員である取締
役及び社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共
有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。詳細につきましては当報告書【取締役報酬関係】報酬の額又はその
算定方法の決定方針をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者



該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2025年12月期の取締役に支払った役員区分ごとの報酬等の総額

　取締役(監査等委員を除く。)　(社外取締役を除く。) 115,000千円

　取締役(監査等委員)　(社外取締役を除く。) 　　　　　 16,000千円

　社外役員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 12,000千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

ａ　基本方針

　当社の取締役の報酬は、経営方針に従い株主の皆様をはじめ全てのステークホルダーの期待に応えるよう株主利益と連動した報酬体系とし、
個々の取締役の報酬の決定に際しては、外部調査機関による調査データに基づく規模や業種の類似する水準をもとに、各役員の役位や担当領
域の規模・グループ経営への影響の大きさなど、各役員が担う役割・責務等を踏まえ、適正な水準とすることを基本方針としています。具体的に
は、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）の報酬は、月額定額報酬、業績連動報酬等（賞与）及び譲渡制限付株式報酬により構
成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、月額定額報酬のみを支払うこととしています。

ｂ　個人別の月額定額報酬の額の決定に関する方針

　月額定額報酬は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議・答申され取締役会にて決定されます。月額定額報酬につ
いては、各役員の役位や担当領域の規模・グループ経営への影響の大きさなど、各役員が担う役割・責務等に応じて定められた金額の支給とし
ております。

ｃ　業績連動報酬並びに譲渡制限付株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

（業績連動報酬）

業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結売上高及び連結営
業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。当該業績評価指標を選択した理由は、
企業価値の向上を目指すにあたり、売上高及び営業利益を重視する経営指標に基づきます。

なお、目標とする業績評価指標と変動幅については、適宜、事業環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえ見直しを行うものとしま
す。主な業績指標（連結売上高、連結営業利益額）の目標達成率変動幅と支給率の関係は、次のとおりです。

　※業績指標／目標達成率変動幅／支給率

　　連結売上高／上限：150％／150％

　　連結売上高／下限： 50％／ 50％

　　連結営業利益額／上限：150％／150％

　　連結営業利益額／下限： 50％／ 50％

　　（注）業績指標の目標達成率が下限を下回った場合は、支給率を零とします。

　※目標とする当期の業績評価指標

　　連結売上高　　　　　 70,000百万円

　　連結営業利益(調整) 3,679百万円

　　（注）連結営業利益(調整）は、連結営業利益に業績連動報酬（標準額）を加算した額とします。

（譲渡制限付株式報酬）

中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬としての譲渡制限付株式報酬は、2022年３月25日開催の第１期定時株主総会で決議された
報酬総額の範囲に基づき、取締役会にて役位、職責、在任年数に応じて他社水準、業績を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、毎年
一定時期に付与するものとします。取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）と当社の間では、年度ご
とに譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結いたします。

本割当契約の内容の概要

（１）譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より３年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」と
いう。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはなら
ない（以下「譲渡制限」という。）。

（２）退任時の取扱い

対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その
退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

（３）譲渡制限の解除

上記（１）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役



会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただ
し、当該対象取締役が、上記（２）に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社子会社の役
職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期
を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が
解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（４）組織再編等における取扱い

上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
おいては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日ま
での期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上
記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（５）その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

ｄ　個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　業務執行取締役の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や類似する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考に、指名・報酬委員
会において検討を行います。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報
酬等の内容を決定することとします。業績評価指標の目標達成率が100%の場合、取締役の報酬等の割合については、月額定額報酬が約70％、
業績連動報酬等が約30％程度となるように設定しております。

ｅ　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　当社の役員報酬体系は、経営方針に従い株主の皆様をはじめ全てのステークホルダーの期待に応えるよう役員が継続的かつ中長期的な業績
向上へのモチベーションを高め、当社グループの価値の増大に資するものとし、報酬については、当社の発展を担う有為な人材を確保・維持でき
る金額水準の設計にしております。

　取締役の報酬等の決定に関する手続きの透明性、客観性及び合理性を確保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバ
ナンスのさらなる充実を図るために、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。取締役会は、同委員会の答申に基
づき、取締役の報酬に関する方針、取締役の個別報酬等を決定します。

ｆ　役員の報酬等に関する株主総会決議

　当社の取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬限度額は、2022年３月25日開催の第１期定時株主総会において年額300百万円以内（定款
で定める取締役（監査等委員であるものを除く）の員数は10名以内。）と定めており、その範囲内で経済環境、業界動向及び業績を勘案し、各取締
役（監査等委員であるものを除く）が担当する職務の質及び量に応じてその報酬額を取締役会で決めております。また、監査等委員である取締役
の報酬等の額は、当社定款附則第２条２項にて年額60百万円以内（定款で定める監査等委員である取締役の員数は５名以内。）と2026年３月25
日開催の第５期定時株主総会において決議されており、その範囲内で各監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員の協議により決定して
おります。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役にかかる事務局は、総務部が担当します。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査等委員会設置会社として、実効性のあるコーポレート・ガバナンスの体制構築に努めてまいります。

（１）取締役会

　取締役会は、監査等委員以外の取締役６名（うち社外取締役２名）及び監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）の合計９名によって
構成され、監査等委員である取締役が取締役会を監査・監督することで、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。

　取締役会は、原則３ヵ月以内に１回以上の開催とし、経営上の基本方針及び重要事項並びにその他法令及び定款に定められた事項を決議して
おります。また、監査等委員が取締役会において経営に関する監査・監督機能を果たしております。

（２）監査等委員会

　監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）によって構成され、経営管理体制の透明性と公正性を確保するため、弁
護士及び公認会計士を選任し専門的見地からの監査・監督機能の強化を図っております。

　監査等委員会は、原則３ヵ月以内に１回以上の開催とし、取締役会において、取締役の職務の執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般
にわたって監査・監督できる体制を構築しております。

（３）経営会議

　経営会議は、取締役（社外取締役を除く）５名及び子会社である電算システムの社長、本部長、事業部を管掌する取締役で構成されております。

　経営会議は、原則四半期決算月の翌月以外を開催月とし、取締役会で決議された業務執行の方針に基づき、当社グループ全体の経営事項の
協議並びに具体的な業務執行に関する協議を行い、迅速な業務推進を図るとともに、必要に応じて取締役会に報告を行っております。

（４）経営戦略会議

　経営戦略会議は、取締役（社外取締役を除く）５名、執行役員、事業部長、子会社の会長社長、その他社長が指名する者で構成されております。

　経営戦略会議は、原則７月、11月、１月を開催月とし、取締役会で決議された業務執行の方針に基づき、事業推進部門及び関係子会社の具体
的な業務執行に関する協議を行い、迅速な業務推進を図るとともに、必要に応じて取締役会に報告を行っております。

（５）指名・報酬委員会

　指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、社外取締役を過半数以上とする３名の委員で構成されており、委
員長は独立社外取締役が務めております。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を
行っております。

　なお、指名・報酬委員会は、指名委員会及び報酬委員会双方の機能を担っております。

　　イ　取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項

　　ロ　代表取締役の選定・解職に関する事項

　　ハ　役付取締役の選定・解職に関する事項

　　ニ　取締役の報酬等に関する事項



　　ホ　後継者計画（育成を含む）に関する事項

　　ヘ　その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

（６）投資委員会

　投資委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、委員長は投資委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中
から選定されております。投資委員会は次の事項について審議し、取締役会又は経営会議に対して報告を行っております。

　イ　投資時の検討に関する事項（成長性、安全性、収益性、生産性、流動性）

　ロ　投資パフォーマンスの定期的（年４回）な監視（モニタリング）と評価に基づく改善の実施報告

　ハ　事業撤退（EXIT）の検討に関する事項

　ニ　投資リスクの管理及びコンプライアンスの確保

　ホ　その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営の透明性の確保と経営の効率化及び健全性を高めるため、監査等委員である社外取締役を２名選任し、社外監査の視点を入れ、
取締役の職務の執行を監査・監督する体制としております。今後も、ガバナンス体制の向上を、経営の課題として継続して検討を行ってまいりま
す。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 集中日を極力回避して設定する方針であります。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

国内外の機関投資家の株主の皆様が議決権を行使しやすい環境を作ることにより、より
多くの株主の皆様の意見を反映できることから、議決権電子行使プラットフォームへ参加
しております。

招集通知（要約）の英文での提供 ウェブサイトへの招集通知（英文）の掲載

その他 ウェブサイトへの招集通知及び決議通知の掲載

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

各証券取引所主催のセミナーやイベント等に参加し、年１～２回程度、個人投
資家向けの説明会を実施します。社長自らのプレゼンテーションに加え、情報
開示責任者および事業の担当者も参加し、迅速な質疑応答に努めてまいりま
す。

https://www.ds-hd.co.jp/ir/plan/

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算発表後に証券会社やIR支援会社の協力により、アナリスト・機関投資家向
けに年2回、決算説明会を実施します。また、個別説明会も随時実施します。

また、代表取締役社長を中心に株主と対話の主な対応者 取締役及びIR担当

の対応による個別の面談も実施します。

https://www.ds-hd.co.jp/ir/plan/

あり

IR資料のホームページ掲載

IR情報として適時開示資料に加え、有価証券報告書・事業報告書等を開示す
るほか、IRニュース・リリース等においてプレスリリースやIR関連資料も開示し
ます。

決算発表の翌営業日には説明資料を開示します。

https://www.ds-hd.co.jp/ir/financial-results/

また英文開示についても適時開示資料、決算資料等の適時適切な開示に努
めています。

https://www.ds-hd.co.jp/en/ir/news/

https://www.ds-hd.co.jp/en/ir/ir-library/



IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画室：執行役員 部長　後藤　直子

その他 ホームページに株主通信を定期掲載

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ステークホルダーの立場の尊重を規定するものとして、当社ウェブサイトにおいて、当社の
企業理念や役職員行動規範を開示し、経営者、役員及び社員は日々これを遵守しながら
社会的責任を果たすべく行動してまいります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社のCSR活動、環境、ガバナンス、コンプライアンス等の取り組みを当社ウェブサイトに
掲載しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

株主・投資家をはじめとしたステークホルダーの皆様へ適時・適切かつ公平な情報を提供
し、透明性を確保する観点から、金融商品取引法等の各種法令等を遵守し、重要な会社
情報等を迅速に公開するとともに当社を理解していただくために有効な情報についても積
極的な開示に努めることとしております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

＜内部統制システムに関する基本的な考え方＞

　当社グループは、行動原理・原則において、「共創によりお客様の新しい価値を創造し、社会に貢献する経営」を目標とし、お客様、従業員、株
主・投資家、お取引先・事業パートナー、地域社会などのステークホルダーに対する社会的責任を果たしていくことが、「当社の果たすべき使命と
存在意義である」と宣言しております。

また、企業価値の増大・最大化をコーポレート・ガバナンスの基本目標とし、経営執行の透明性の確保と経営の健全性を維持することが、「当社の
果たすべき使命と存在意義」の実現につながるものと認識し、当社にふさわしい経営体制の整備・構築、運用を目指しております。さらに、運用上
発見された要改善事項については随時是正するよう迅速な対応に当たるとともに、組織や、組織を取巻く環境の変化に対応して社内統制システ
ム及び社内規程等の継続的な見直し・改善に努めております。

＜内部統制システムの整備の状況＞

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ａ 法令遵守については、コンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンス規程、役職員行動規範、業務等に関する内部情報管理規程

を制定し、コンプライアンスの基本方針を定め、定期的に法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の浸透を図っております。

ｂ 報告・相談方法についても規定し、取締役及び使用人の法令違反につき通報できる体制をとり、コンプライアンス体制の機能状態をモニタリング

するようにしております。

ｃ 役員規程において、取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告するこ

とと規定し、相互牽制機能の実効性を担保しております。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　職務執行に係る情報の保存、管理について、文書管理規程等の社内規程を定め、情報の記録管理体制を整備しております。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ 事業の推進に伴うリスクについては、「リスク管理規程」に基づき当社及び関係会社全体のリスクを網羅的に把握・管理するとともに、経営会議・

経営戦略会議等での審議・検討による意思決定、予算・実績比較によるコントロール、与信管理制度及び稟議制度の導入、内部監査、法令遵守
通報制度、財務報告の信頼性確保に関する諸規程の導入などにより、継続的に監視しております。

ｂ 情報漏洩、破壊、滅失及びプライバシー保護などのリスクについては、ISO/IEC27001の取得、プライバシーマークの取得に基づく技術的・物理

的な管理システムの構築及び個人情報保護リスクマネジメント規程、情報セキュリティマネジメント規程、緊急事態対応手順規程を定め、適切かつ
迅速に対応する体制整備を図っております。また、取締役及び使用人並びに当社内業務者のリスク関連規程、ガイドライン等の遵守状況を内外
の第三者が点検、評価する体制を整備しております。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ 効率的な職務執行のため、取締役会付議基準、決裁権限基準等により意思決定権限を明確化しております。

ｂ 重要な意思決定及び重大な影響を及ぼす事項は、迅速化・効率化を図るため、経営会議にて十分協議したうえで取締役会に付議しておりま

す。

ｃ 子会社に対し、当社の職務分掌、指揮命令系統及び意思決定その他の組織に関する基準に準拠した体制を構築しております。

（５）企業集団における業務の適正を確保するための体制

ａ 関係会社については、自律経営を原則としたうえで、関係会社管理規程を制定し、業務の適正を確保しております。

ｂ 関係会社管理規程に則り、連結子会社との役員の兼任又は役員（主要子会社である電算システムの役員を含む）及び監査役派遣もしくは子会

社担当執行役員及び担当部署への速やかな報告、承認を通じ、連結子会社の重要な組織、経営（経理・業務・財務状況）等を管理、監督しており
ます。

ｃ 内部監査部門による定期的な監査により実施状況を確認しております。

（６）取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

ａ 監査等委員が、取締役会、経営会議等の会議において報告を受け、経営戦略会議等へは常勤監査等委員が出席して社外取締役である監査

等委員へ報告を行い、また必要に応じて、当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会への説明、報告を行っております。

ｂ 子会社の取締役・監査役及び従業員（以下「子会社の役職員」という。）から報告を受けた者は、監査等委員会に報告する必要があると判断した

事項について、直接又は間接的に監査等委員会に報告する体制を整備しております。

ｃ 内部通報制度により通報した者に対して、通報を理由としたいかなる不利益な取扱いも行ってはならない旨を規程に定め、その旨を周知し適切

に運用しております。



（７）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項

　当社は、監査等委員がその職務について生ずる必要な費用の前払い又は償還請求その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の
処理について請求があったときは、速やかに当該費用の支払いを行っております。

（８）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ａ 監査等委員は、代表取締役を含む取締役及び主要な使用人と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を行っております。

ｂ 監査等委員会は、監査の実効性確保に係る各監査等委員の意見を十分に尊重しております。

ｃ 監査等委員は、その職務の適切な遂行を図るため、必要に応じて、外部の関係情報の収集及び社内外の関係者からの意見聴取を行っており

ます。

（９）財務報告及び情報開示に係る内部統制の体制

ａ 金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制体制を整備するため、基本方針書を作成し、子会社を含むグループ全体として全社的内部

統制並びに重要な業務プロセスの文書化と運用の徹底を図り、自己評価と独立部署による内部統制の評価を行い、期中に発見した要改善事項
についての改善を実施しております。当該評価結果を根拠に経営者は「内部統制報告書」を作成し、また、金融商品取引法に基づく有価証券報告
書の記載内容の適正性に関する確認を行っております。

ｂ 情報開示に関しては、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき社内規程を整備し、適時適切な開示を実施しております。

参考資料「模式図」：巻末「添付資料」をご覧ください。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、一切関係を持たないことを基本方針とし、反社会的勢力対応規程において、反社
会的勢力との関係を拒絶し、反社会的勢力の事業活動への関与を防止する旨を定め、全社に徹底しております。

（２）担当部署が、平時から警察、弁護士、地域企業と情報交換を行い緊密な関係を築き、非常時にはこれら関係先へ連絡・相談し、連携を取りな
がら速やかに適切な対応ができる体制を整備しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現時点において該当事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示（情報管理）について】

（１）適時開示体制の整備に向けた取り組み

　当社は、投資家の投資判断に著しく影響を及ぼす当社グループの会社情報を適時、適切に開示することを基本姿勢とし、迅速にディスクローズ
できる体制を構築しております。

　また、社内管理体制として、業務執行を担う取締役は、役職員行動規範にて取締役会、経営会議、経営戦略会議等の機会を通じて事業の状
況、経営環境に関する重要な情報を報告することと義務づけております。また、個々の役職員に対しても情報の適時開示（タイムリーディスクロー
ジャー）を周知徹底しております。

（２）情報管理に係る社内体制

　当社は、情報取扱責任部門が当社グループの適時開示業務を担当しており、適時開示に係る社内情報伝達や管理体制の整備等を行っており
ます。また、迅速かつ的確な情報伝達や社内規則の周知徹底等に努め、関係会社を含む当社グループの会社情報については、内部情報管理規
程をはじめ機密保持、当該情報の社内外への漏洩防止、インサイダー取引防止等の社内規程を制定し、情報統制を図っております。

（３）情報開示体制

ａ．決定事実に関する情報

　情報取扱責任部門は、予め取締役会及び経営会議の付議事項を入手し、適時開示の対象となる重要事実の有無を判断します。その上で、開示
すべき事実があれば直ちに開示資料を作成し、取締役会の了承を得て開示手続きを行います。

ｂ．発生事実に関する情報

　当社グループ内で該当事実が発生した場合、情報取扱責任部門へ直ちに報告することとしております。情報取扱責任部門は当該事実が開示事
項に該当するか否かを判断し、速やかに公表できる体制を整えております。

ｃ．決算に関する情報

　決算開示資料（決算短信、四半期決算短信）は、取締役会の了承を得て決算日後45日以内に公表できる体制を構築しております。



指名・報酬委員会

株主総会

監査等委員である取締役 取締役（監査等委員である取締役を除く）

監査等委員会
（過半数が社外取締役）

取 締 役 会

コンプライアンス委員会

Ｊ－ＳＯＸ法対応委員会

情報セキュリティ委員会

経営戦略会議

取締役(社外取締役を除く）、執行役員、事業部長、

連結子会社の会長社長、

その他社長が指名する者

弁護士
公認会計士

株主名簿管理人

業
務
監
査
室

会
計
監
査
人

執行役員

総務部

子会社・関連会社

人事部 経理部

経営会議代表取締役
指示・監督

報告

選任・解任

監督

答申諮問

統制 報告

統制 報告

選任・解任 選任・解任

報告

選定

解職

監督

監督

連携

連携 内部監査

監査

相談

監査

報告

連携

相談

統制

報告

投 資 委員会

サステナビリティ委員会

経営企画室 管理本部

秘書･広報･IR

指示

IT統括部



取締役・監査等委員のスキル・マトリックス

氏名 役職 社外 独立 企業経営
営業・マーケ

ティング
財務･会計 IT･DX グローバル M&A･金融

法務・リスク

マネジメント
人材・労務 内部統制

サステナ

ビリティ

小林　領司 代表取締役社長 ● ● ● ● ●

高橋　譲太 取締役 ● ● ● ● ●

八島健太郎 取締役 ● ● ● ● ●

宇佐美　隆 取締役 ● ● ● ● ●

中田　恵子 取締役 〇 〇 ● ● ● ● ●

三好　博昭 取締役 〇 〇 ● ● ● ● ●

澤藤　憲彦 取締役（監査等委員） ● ● ● ● ●

富坂　博　 取締役（監査等委員） 〇 〇 ● ● ● ● ●

野田　勇司 取締役（監査等委員） 〇 〇 ● ● ● ● ●

　※各取締役が保有するスキルのうち、とりわけ当社が求める特に強みのあるもの最大５項目を記載しています。


